
中小企業信用保険法第２条第５項第４号の認定申請について

・羽島市において３か月以上継続して事業を行っていること。

・創業１年未満または店舗増加や業容拡大等によって、単純な売上高等の前年比較では認定

が困難な方。

・災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として直近 1 か月の売

上高等が、令和元年 12 月の売上高等と比較して 20％以上減少しており、かつ、

その後 2 か月間を含む 3 か月間の売上高等が令和元年 12 月の売上高等の 3 倍と比

較して 20％以上減少することが見込まれること。

法人の場合

１．認定申請書 １通 ※押印不要

２．売上高等比較表 １通 ※押印不要

３．商業登記簿謄本（写し、電子版でも可） １通

４．１年前から店舗数や事業内容が増えていることが分かる書類 １通

個人の場合

１．認定申請書 １通 ※押印不要

２．売上高等比較表 １通 ※押印不要

３．確定申告書の写し １部

４．１年前から店舗数や事業内容が増えていることが分かる書類 １通

注意事項：認定には２、３日かかります。

本認定とは別に保証協会で審査があります。

要 件

提出書類



様式第４ （運用緩和：12月比較）

（ 留 意 事 項 ）
① 本 認 定 と は 別 に 、 金 融 機 関 及 び 信 用 保 証 協 会 に よ る 金 融 上 の 審 査 が あ り ま す 。
② 市町村長又は特別区長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は

信 用 保 証 協 会 に 対 し て 、 経 営 安 定 関 連 保 証 の 申 込 み を 行 う こ と が 必 要 で す 。

羽 島 市 商 第 号
令 和 年 月 日

申 請 の と お り 、 相 違 な い こ と を 認 定 し ま す 。
（ 注 ） 本 認 定 申 請 書 の 有 効 期 限 ： 令 和 年 月 日 か ら 令 和 年 月 日 ま で

羽島市長 松井 聡

中小企業信用保険法第２条第５項第

４ 号 の 規 定 に よ る 認 定 申 請 書

令和 年 月 日

羽 島 市 長 様

申請者
住 所

氏 名  
（ TEL）

私 は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 発 生 に 起 因 し て 、 下 記 の と お り 、 経 営 の 安 定 
に 支 障 が 生 じ て お り ま す の で 、 中 小 企 業 信 用 保 険 法 第 ２ 条 第 ５ 項 第 ４ 号 の 規 定 に 基
づ き 認 定 さ れ る よ う お 願 い し ま す 。

記

１ 事 業 開 始 年 月 日 年 月 日
２ （ １ ） 売 上 高 等

・ 最 近 １ か 月 間 の 売 上 高 等 と 令 和 元 年 12月 の 売 上 高 等

減少率 ％（実績）
Ｂ－Ａ

Ｂ ×100
Ａ ： 災 害 等 の 発 生 に お け る 最 近 １ か 月 間 の 売 上 高 等

円
Ｂ ： 令 和 元 年 12月 の 売 上 高 等

円

・ 最 近 ３ か 月 間 の 売 上 高 等 （ 見 込 み ） と 令 和 元 年 12月 の 売 上 高 等 の 3倍

減少率 ％（実績見込み）Ｂ
×３－（ Ａ ＋ Ｃ ）

Ｂ ×３ ×100

Ｃ ： Ａ の 期 間 後 ２ か 月 間 の 見 込 み 売 上 高 等
円

３ 売 上 高 等 が 減 少 し 、 又 は 減 少 す る と 見 込 ま れ る 理 由



4 号 認 定 申 請 書 添 付 資 料（運用緩和：12月比較）

売上等比較表

直近 3 か月の売上 （ 1 円 単位 で ご 記 入 下 さ い ）

年

（ Ａ ）の 期 間 後 2 か 月 間 の 見 込 売 上 高

（ Ｃ ）

令和元年 12 月の売上 （ １ 円 単 位 でご 記 入 下 さ い ）

令 和 元 年 12 月 の

売 上 高

減少率

（ Ｂ－Ａ ） /Ｂ ×１ ０ ０ ％ ≧ 2 0 ％

（ 小 数 点 第 2 位 以 下 四 捨 五 入 ）

｛ （ Ｂ ×３ ）－（ Ａ ＋ Ｃ ） ｝ /（ Ｂ ×３ ） ×１ ０ ０ ％ ≧ 2 0 ％

（小数点第 2 位 以 下 四 捨 五 入 ）

上 記 売 上 高 に 相 違 あ り ま せ ん

住 所

氏 名 

災 害 等 の 影 響 後 、 最

近 1 か 月 の 売 上 高

（ Ａ ）

見 込 み 売 上 高

※ 実 績 を 記 入 す る こ と が で き る

月 月 ※ 月

円 円 円

売 上 高

（ Ｂ ）

円


